
議案第７６号 

 

   大野市教育委員会事務局組織規則及び大野市教育委員会公印規則の一 

部を改正する規則案 

 

         令和８年１月１９日提出 

 

                     大野市教育委員会 

                     教育長 久保俊岳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由 

  小学校再編及び大野市内の市立幼稚園の廃止に伴い、所要の改正を行うため 



大野市教育委員会規則第 号 

 

大野市教育委員会事務局組織規則及び大野市教育委員会公印規則の一部を改

正する規則 

 

 （大野市教育委員会事務局組織規則の一部改正） 

第１条 大野市教育委員会事務局組織規則（平成８年教育委員会規則第４号）の一

部を次のように改正する。 

 

  次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

第２４条 （略） 

 

第２５条 削除 

 

 

 

 

別表第２（第８条関係） 

課等 事務分掌 

教育総務課 １～６（略） 

７ 小・中学校の設

置及び廃止に関す

ること。 

 

８・９ （略） 

１０ 小・中学校の

組織、学級編制、

教育課程、大野市

第２４条 （略） 

 （幼稚園） 

第２５条 大野市幼稚園の職制及び職務

は、大野市幼稚園設置条例（昭和４１

年条例第１０２号）第３条及び第４条

の規定による。 

 

別表第２（第８条関係） 

課等 事務分掌 

教育総務課 １～６（略） 

７ 小・中学校及び

幼稚園の設置及び

廃止に関するこ

と。 

８・９ （略） 

１０ 小・中学校及

び幼稚園の組織、

学級編制、教育課



立学校管理規則

（昭和３２年教育

委員会規則第７

号）に定める事

項、学習指導、生

徒指導及び職業指

導に関すること。 

 

１１ 小・中学校の

施設その他教育施

設の整備及び維持

管理に関するこ

と。 

１２ （略） 

１３ 校長及び教職

員の指導及び研修

に関すること。 

 

 

１４～１６ （略） 

１７ 学齢生徒及び

学齢児童の就学並

びに生徒及び児童

の入学、転学及び

退学に関するこ

と。 

１８ （略） 

１９ 校長、教員そ

の他の教育関係職

員並びに生徒及び

程、大野市立学校

管理規則（昭和３

２年教育委員会規

則第７号）に定め

る事項、学習指

導、生徒指導及び

職業指導に関する

こと。 

１１ 小・中学校及

び幼稚園の施設そ

の他教育施設の整

備及び維持管理に

関すること。 

１２ （略） 

１３ 校長、幼稚園

長、教職員及び幼

稚園教諭の指導及

び研修に関するこ

と。 

１４～１６ （略） 

１７ 学齢生徒及び

学齢児童の就学並

びに生徒、児童及

び幼児の入学、転

学及び退学に関す

ること。 

１８ （略） 

１９ 校長、教員そ

の他の教育関係職

員並びに生徒、児



児童の保健、安

全、厚生及び福利

に関すること。 

 

２０～２４ （略） 

こども支援課 （略） 

（略） （略） 

別表第３（第１０条関係） 

種別 所属 教育機関 

学校

教育

機関 

教育

総務

課 

小学校 大野市有終西小

学校 大野市有

終南小学校 大

野市有終東小学

校 大野市下庄

小学校 大野市

上庄小学校 大

野市富田小学校 

大野市和泉小学

校 

 

 

（略） （略） 

（略） （略） 

社会

教育

（略

） 

（略） 

童及び幼児の保

健、安全、厚生及

び福利に関するこ

と。 

２０～２４ （略） 

こども支援課 （略） 

（略） （略） 

別表第３（第１０条関係） 

種別 所属 教育機関 

学校

教育

機関 

教育

総務

課 

小学校 大野市有終西小

学校 大野市有

終南小学校 大

野市有終東小学

校 大野市小山

小学校 大野市

下庄小学校 大

野市上庄小学校 

大野市阪谷小学

校 大野市富田

小学校 大野市

和泉小学校 

（略） （略） 

幼稚園 大野市小山幼稚

園 大野市富田

幼稚園 大野市

上庄幼稚園 大

野市阪谷幼稚園 

（略） （略） 

社会

教育

（略

） 

（略） 



機関 

別表第４（第１１条関係） 

教育機関 所掌事務 

学校 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野市生涯学

習センター 

（略） 

（略） （略） 
 

機関 

別表第４（第１１条関係） 

教育機関 所掌事務 

学校 （略） 

幼稚園 １ 幼稚園の運営及

び施設並びに職員

の管理に関するこ

と。 

２ 教育課程、保育

指導計画に関する

こと。 

３ 環境整備に関す

ること。 

４ 保育相談に関す

ること。 

大野市生涯学

習センター 

（略） 

（略） （略） 
 

 

 （大野市教育委員会公印規則の一部改正） 

第２条 大野市教育委員会公印規則（令和３年教育委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

 

 別表を別紙のように改める。 

   附  則  

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

公印の種類 

種類 寸法 

ミリ 

形式 書体 使用範囲 保管者 個数 

教育委員会 

の印 

方２ 

４ 

 

てん書 辞令書 教育総務課長 １ 

教育委員会 

の印 

方２ 

１ 

 

てん書 教育委員会 

名をもって 

する文書 

教育総務課長 １ 

賞状用教育 

委員会の印 

方２ 

９ 

 

てん書 教育委員会 

名をもって 

する表彰状 

教育総務課長 １ 

賞状契印用 

教育委員会 

の印 

長３ 

０幅 

１２ 

 

てん書 教育委員会 

名をもって 

する表彰状 

教育総務課長 １ 

教育長の印 方２ 

１ 

 

てん書 教育長名を 

もってする 

文書 

教育総務課長 １ 

教育長職務 

代理者の印 

方２ 

１ 

 

てん書 教育長職務 

代理者名を 

もってする 

文書 

教育総務課長 １ 



教育委員会 

局長の印 

方２ 

１ 

 

てん書 局長名をも 

ってする文 

書 

教育総務課長 １ 

教育委員会 

課長の印 

方２ 

１ 

 

てん書 課長名をも 

ってする文 

書 

課長 ３ 

学校の印 方２ 

４ 

 

てん書 学校名をも 

ってする文 

書 

校長 ９ 

賞状用学校 

の印 

方６ 

０ 

 

てん書 学校名をも 

ってする表 

彰状、卒業 

証書 

校長 ９ 

賞状契印用 

学校の印 

長４ 

５幅 

１０ 

 

てん書 学校名をも 

ってする表 

彰状、卒業 

証書 

校長 ９ 

学校長の印 方２ 

１ 

 

てん書 学校長名を 

もってする 

文書 

校長 ９ 

生涯学習セ 

ンター館長 

の印 

方２ 

１ 

 

てん書 生涯学習セ 

ンター館長 

名をもって 

する文書 

生涯学習センタ 

ー館長 

１ 



文化財保護 

審議会の印 

方２ 

１ 

 

てん書 文化財保護 

審議会名を 

もってする 

文書 

生涯学習・文化 

財保護課長 

１ 

文化財保護 

審議会会長 

の印 

方２ 

１ 

 

てん書 文化財保護 

審議会会長 

名をもって 

する文書 

生涯学習・文化 

財保護課長 

１ 

通学区域審 

議会の印 

方２ 

６ 

 

てん書 通学区域審 

議会名をも 

ってする文 

書 

教育総務課長 １ 

図書館の印 方２ 

４ 

 

てん書 図書館名を 

もってする 

文書 

図書館長 １ 

図書館長の 

印 

方２ 

１ 

 

てん書 図書館長名 

をもってす 

る文書 

図書館長 １ 

青少年教育 

センター所 

長の印 

方 ２

１ 

 

てん書 青少年教育 

センター所 

長名をもっ 

てする文書 

青少年教育セン 

ター所長 

１ 

博物館長の 

印 

方１ 

８ 

 

てん書 博物館長名 

をもってす 

る文書 

歴史博物館長 ２ 



保育園長印 方２ 

４ 

 

てん書 保育園長名 

をもってす 

る文書 

保育園長 ４ 

 


